
当初

＜交　付　申　請＞
交付申請書の提出
 申　立　書 の提出
（平成24年9月18日）

<申立書・指定書類（持参）
の確認>

　①賃金　→　労働契約書
　②賃貸借料→契約書　等

<指定書類の持参又は
その写しの提出>

<指定書類（写し)による確認>

　①賃金　→　労働契約書
　②賃貸借料→契約書　等

＜監査の際に確認＞

交付申請時に持参した
指定書類の原本の確認

＜監査の際に確認＞

交付申請時に提出された
指定書類（写し）と原本の

確認

改正後

交付申請時に、写しが提出
できない、または、持参でき
ない指定書類は監査時に
整合性確認をすることで、
負担軽減を図る

　　　　＜交　付　申　請＞
１．交付申請書
２．申　立　書
３．支出等証明書
　の提出　（平成24年9月18日）

<指定書類の持参又は
その写しの提出>

<支出等証明書による確認>

・支出等証明書による確認

<持参した指定書類又はそ
の写しによる確認>

　①賃金　→　労働契約書
　②賃貸借料→契約書　等

＜監査の際に確認＞

指定書類の原本と支出
等証明書の整合性確認

＜監査の際に確認＞

交付申請時に提出された
「指定書類」（写し）と原本
の相違がないか等確認

ア．指定書類（写）の
提出

イ．申立書の提
出及び指定書類
（持参）

労働保険事務組合報奨金の事務処理フローチャート

※「指定書類」は、申立書中の「区分経理に係る指
定の提出書類」を指す。

※「支出等証明書」は「交付申請時に提出する証明
書」を指す。

ア.指定書類の写しが提出されること　または
イ.申立書が交付申請時に提出され、指定書
類が持参されること
により区分経理の確認ができる場合

ウ.指定書類が持参されない場合

区分経理の確認のために、
指定書類の写しが全て提
出される又は指定書類が全
て持参されることが前提

別添２ 


	事務連絡からの変更

